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来年4月、吾妻橋一丁目～三丁目の
地域を加えます

路上喫煙禁止推進地区
　区では、「墨田区路上喫煙等禁止条例」に基づき、来年4月から、
吾妻橋一丁目から三丁目までの地域を「路上喫煙禁止推進地区」
に指定します。区民の方や来街者など、誰もが安心して快適に
過ごせるまちをめざし、路上喫煙の防止に取り組んでいきます。

墨田区路上喫煙等禁止条例の主な内容

まちをきれいにして、「また訪れたい」と 
皆さんに思っていただきたいです

　　　吾妻橋一丁目町会「吾妻一寿楽会」
　　　横須賀 かほるさん（吾妻橋一丁目在住）

●区内全域の路上では

＂歩きたばこ＂
や＂吸い殻の
ポイ捨て＂を
しない！

●推進地区では
＂歩きたばこ＂や
＂吸い殻のポイ捨
て＂だけでなく、
＂路上で立ち止
まって吸うこと＂
も禁止！

事業者の役割

●事業所やその周辺をきれ
いな環境に保つよう努め
ましょう

●区や関係行政機関が行う
啓発イベントなどに、積
極的に協力しましょう

誰もが安心して快適に過ごせるまちへ

吾妻橋地区を「路上喫煙禁止推進地区」に指定

　区では、「すみだ やさしいまち宣
言」に基づく取組の一環として、ま
ちをきれいにし、安心して快適に過
ごせるよう、平成18年に「墨田区路
上喫煙等禁止条例」を施行しました。
　この条例では、路上での喫煙によ
る火

やけど

傷などの被害の発生や、たばこ

　区では、条例に基づき、通勤者や
来街者が多い錦糸町駅・両国駅・押
上駅・曳舟駅の周辺を「路上喫煙禁
止推進地区」に指定し、＂歩きたば
こ＂や＂吸い殻のポイ捨て＂だけでな
く、＂路上で立ち止まって吸うこと＂
も禁止しています。来年4月からは、
従来の駅周辺に加え、浅草から東京
スカイツリー ®への回遊ルートとし

の吸い殻の散乱を防止するため、区
内全域の路上で、＂歩きたばこ＂や
＂吸い殻のポイ捨て＂をしないよう
努めなければならないとしているほ
か、右下図のように、区民・来街者
や事業者の役割などを定めています。

て来街者が増加している吾妻橋一丁
目から三丁目までの地域を推進地区
に指定し、条例の趣旨や内容の周知
などに取り組んでいきます。
　安心して快適に過ごせる、きれい
なまちの実現に向けて、より一層の
ご理解・ご協力をお願いします。
［問合せ］区民活動推進課区民活動推
進担当‹5608－6201

　私たちの会では、月2回、吾妻橋
公園周辺の清掃活動を行っています。
以前は毎週、清掃をしていましたが、
日ごろから、近所にお住まいの方や
会社にお勤めの方、駐輪場を整理し
ている方がごみを拾ってくださった
り、ごみを捨てる人自体が減ってき
たりして、清掃の回数を減らすこと
ができました。それでもまだ、たば
この吸い殻が落ちていることがあり
ます。この地域が「路上喫煙禁止推

進地区」に指定されることで、喫煙
する方の意識が変わり、マナーを
しっかり守ってくれるようになる
と、うれしいですね。
　まちがきれいになると、人の心も
優しくなる気がします。すみだの
玄関口であるこの吾妻橋地区を、「き
れいなまちで、人も優しい」、「また
訪れたい」と皆さんに思っていただ
けるまちにしていきたいですね。

新設の推進地区で来年4月から実施する取組

▼  ＂路上喫煙禁止＂を伝える路面ステッカーの貼
付や表示板の設置

▼  路上で喫煙をしている人に注意を促すための
巡回パトロール

▼通行者への啓発チラシの配布

▼喫煙マナー向上のための啓発ポスターの掲示

区民・来街者の役割

●みんなで協力して、安全
できれいなまちにするよ
う努めましょう

●区や関係行政機関が行う
キャンペーンなどに、積
極的に参加しましょう

「吸い殻のポイ捨てがなくなれば、まちがきれいになって、うれしいわね」と笑顔で
活動する吾妻橋一丁目町会「吾妻一寿

じゅ

楽
らく

会
かい

」の皆さん

 新設の推進地区
 既設の推進地区

2つの矩形が寄り添うシンボルは、
墨田区在住・在勤者、企業やNPOなどと、
区および区職員との協働・協治を表すものです。

●2面以降の主な内容
2・3面…区の財政状況
　 4面…年末年始の資源物・ごみの収集
　 5面…は～もに～
　 6面…すこやかライフ
7・8面…講座・教室・催し・募集
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すみだと全国の旬間歳時記

●  中学生区議会
　区では、すみだの未来を担う中
学生が区政への理解や郷土への関
心を深められるよう、平成６年度
から毎年、「中学生区議会」を実施
しており、今年は今月15日に開催
する。24人の中学生議員から出さ
れた提案・意見等は、区政運営の
参考にしている。


